
引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！

市区町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です！
（法律上の義務です）

市区町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です！
（法律上の義務です）

●住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、
　国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などに
　つながる大切な手続です｡

※これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

●住民の皆様に送付している
　マイナンバーの｢通知カード｣

●身分証明書となる
　「マイナンバーカード」
　（個人番号カード）

入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は
◆住民票の異動の届出を！
（転出届、転入届、転居届等）
◎他の市区町村に転出・転入される場合

※詳しくは、お住まい
　の市区町村の窓口
　へお問い合わせ
　ください。

※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円
　以下の過料に処されることがあります。
　

◎同一の市区町村内で転居される場合
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[転出前に]
転出届を提出して
転出証明書を受け取る

[転入した日から14日以内に]
転出証明書を添えて
転入届を提出

[転居した日から14日以内に]
転居届を提出

引越前の
市区町村

引越先の
市区町村

お住まいの
市区町村

◆マイナンバーの｢通知カード｣､
　｢マイナンバーカード｣
　（個人番号カード）、
　｢住民基本台帳カード｣の
　住所変更の届出もお忘れなく！

番号 施設・場所名 番号 施設・場所名 番号 施設・場所名
1 比屋定小学校グランド 14 上江洲公民館 27 銭田森林公園
2 大岳小学校グランド 15 久間地公民館 28 西銭田原付近
3 久米島西中学校グランド 16 ホテルマリンテラス久米島津波避難ビル 29 タカマス原付近
4 具志川農村環境改善センター 17 ホテル久米ｱｲﾗﾝﾄﾞ津波避難ビル 30 日の出御願一本松付近
5 宇江城公民館 18 西アケタ原付近 31 車検場付近
6 比屋定公民館 19 登武那覇公園 32 大原三叉路付近
7 下阿嘉公民館 20 マチョー原付近 33 博物館付近
8 上阿嘉公民館 21 赤平頂上付近 34 旧久米島保育所付近
9 山城集会場 22 涙石付近 35 中華海鮮海皇付近
10 北原農村振興集落センター 23 津波避難階段 36 バイパス喜久里宅付近
11 具志川公民館 24 カラヤ原付近 37 大田タンク付近
12 仲地公民館 25 比嘉神屋付近
13 山里公民館 26 カニク原付近

番号 施設名 番号 施設名 番号 施設名
1 久米島町役場仲里庁舎 6 美崎小学校体育館 11 清水小学校体育館
2 具志川農村環境改善センター 7 仲里小学校体育館 12 大岳小学校体育館
3 久米島ホタルドーム 8 球美中学校体育館 13 久米島西中学校体育館
4 イーフ情報プラザ 9 久米島小学校体育館
5 比屋定小学校体育館 10 旧久米島中学校体育館

久米島町の指定緊急避難場所と指定避難所を指定しました
久米島町指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や
津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を町長が指定します。

久米島町指定避難所とは
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家
に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として町長が指定した施設。

町有地を借りている皆さんへ大切なお知らせ
　久米島町有地を借りている皆さんへ、大切なお知らせです。次のとおり平成 29年度から契約額の計算方法
が変わります。
　これまでの契約額から変更されますので、再契約の手続きをお願いします。また、契約している町有地を
使用しない方は、契約解除申請をお願いします。
　詳しいことは、総務課町有地担当にお問い合わせください。

　土地の使用料を滞納している方は、契約更新ができない場合があります。契約更新や支払い等について、
総務課町有地担当に、お問い合わせ下さい。

【町有地土地使用料滞納について】

総務課　☎985－7121お問合せ

区分 計算式 ※備考
住宅用又は非営利の場合 前年分の固定資産評価額×2/100 住宅や進入道路等

営利用の場合 前年分の固定資産評価額×3/100 商業施設等
農　　　地 農業委員会が定める小作料の標準額 農　　　地

※変更の根拠　久米島町普通財産貸付規程（訓令第6号）に基づき、平成26年度から実施。
※区分について、総務課で確認してください。

新しい計算方法

契約する日
区分 契約日 手続き

継続による再契約 2017年4月１日 平成29年1月～3月

新たに契約 随時
随時

※使用申請後、使用の可否決定後の契約となります。　

総務課　☎985－7121お問合せ
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